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要約 

政府調達は各国の GDP の 10－15％といわれる大市場である。政府調達

は WTO の政府調達協定（GPA）により開放が進められてきており、GPA 参

加国は現在 44 カ国である。GPA に参加していない国の政府調達への参加

は政府調達を含む FTA の締結により可能となる。TPP でも政府調達は重要

な交渉分野であった。TPP 協定の政府調達章は、ほぼ GPA に準じた構成と

内容となっている。対象機関は、中央政府機関、地方政府機関、その他機

関であるが、米国など 5 カ国は地方政府機関を対象としていない。開発途

上国は経過措置を認められ、マレーシアはブミプトラ政策を相当程度認め

られるなど例外措置を相当認めている。日本の約束内容は GPA とほぼ同じ

であり、国内への影響は極めて小さいと考えられる。一方、マレーシア、

ベトナムなどは TPP で初めて政府調達市場を開放し、日本企業のこれら政

府調達市場への参加が可能となるなど日本にとってメリットは大きい。 

 

第１章 WTO 政府調達協定と TPP 

 

WTO によると、政府調達額は各国

の GDP の 10－15％を占めていると

いわれ 1、政府調達協定（Government 

Procurement Agreement：GPA）参加国
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の政府調達市場の規模は 1.7 兆ドル

に達すると推定されている 2。GPAは、

一括受諾の対象外となる複数国協定

であり、現在の締約国は 44 カ国・地

域である 3。GPA 不参加国の政府調

達市場への参入は、政府調達の外国

企業への開放を規定した FTA を締

結することにより可能となることか

 

表１ TPP の政府調達章および WTO の政府調達協定改定議定書の構成 

 

TPP 政府調達章 WTO政府調達協定 改定議定書 
15.1条 定義 1条 定義 
15.2条 適用範囲 2条 適用範囲 
15.3条 例外 3条 安全保障のための除外及び一般的例外 
15.4条 一般原則 4条 一般原則 
15.5条 経過措置 5条 開発途上国 
15.6条 調達に関する情報の公表 6条 調達制度に係る情報及び検討 
15.7条 調達計画の公示 7条 公示 
15.8条 参加のための条件 8条 参加のための条件 
15.9条 供給者の資格の審査 9条 供給者の資格の審査 
15.10条 限定入札 10条 技術仕様書および入札説明書 
15.11条 交渉 11条 期間 
15.12条 技術仕様 12条 交渉 
15.13条 入札説明書 13条 限定入札 
15.14条 期間 14条 電子オークション 
15.15条 入札書の取扱い及び落札 15条 入札書の取扱い及び落札 
15.16条 落札後の情報 16条 調達に関する情報の透明性 
15.17条 情報の開示 17条 情報の開示 
15.18条 調達の実務における健全性

の確保 
18条 国内の審査のための手続き 

15.19条 国内の審査 19条 適用範囲の修正及び訂正 
15.20条 付属書の修正及び訂正 20条 協議および紛争解決 
15.21条 中小企業の参加の促進 21条 この協定の機関 
15.22条 協力 22条 終規定 
15.23条 政府調達に関する小委員会  
15.24条 追加的な交渉  
付属書 付属書 
（注）電子的な手段の利用は TPP では 15・4 条に規定されている。 
（出所）TPP 協定および WTO 政府調達協定改定議定書により作成。 
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ら、近年締結されている包括的な

FTA は政府調達規定を含むものが多

い。FTA の政府調達規定は WTO の

GPA に準じており、TPP 協定も GPA

に準じた構成となっている。GPAは、

1997 年より改定交渉が行われ 2012

年 3 月に適用範囲の拡大、電子的手

段の活用などを盛り込んだ改定議定

書が採択され、2014 年 4 月 6 日に発

効した 4。 

2016 年 2 月 4 日に調印された TPP

協定では、政府調達章は全体で 24 条

と付属書から構成されており、WTO

の政府調達協定改定議定書にほぼ順

じた構成になっている（表 1）。TPP

参加国で GPA に参加している国は、

日本、米国、シンガポール、カナダ

および 2015 年 8 月に参加したニュ

ージーランドの 5 カ国であり、豪州、

チリ、マレーシア、ベトナムがオブ

ザーバーとなっている。GPA に参加

していない 7 カ国は締結済の FTAで

政府調達を開放していなければ TPP

により政府調達を開放することにな

る。また、その他の国についても

WTO 政府調達協定や二国間 EPA の

約束を超える約束を行なっている。

GPA には 恵国待遇条項（改訂議定

書第 4 条第 1 項 b）があり、TPP に

よる GPA より有利な待遇は他の

GPA 加盟国に適用される。 

 

第２章 TPP 政府調達章の主要な

規定 

 

TPP 政府調達章の主要な規定は次

の通りである 5。 

 

１．適用範囲 

 

対象調達は、物品、サービスまた

はこれらの組合せの調達であり、付

属書の各締約国の表に掲げられてい

る。後述のように適用除外となる物

品とサービスも多く、同様に付属書

で示されている。適用を受ける政府

機関は、中央政府の機関、地方政府

の機関、その他の機関であるが、米

国など 5 カ国は地方政府機関を対象

外としている（地方政府機関を含む

適用範囲については追加交渉が規

定）。また、適用対象外は、締約国（調

達機関を含む）の供与するあらゆる

形態の援助（協力のための取決め、

贈与、借款、補助金など）、国庫に係

る取引の代行または預託のサービス
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など、国際的な援助を供与すること

を明確な目的として行なわれる調達、

国際機関により供与された資金、国

際的な援助または外国による援助に

よる調達などである（第 15・2 条）。 

 

２．中核となる原則 

 

も重要な規定は、内国民待遇と

恵国待遇である。基本的な対象調

達に関する措置について、他の締約

国の物品およびサービス並びに他の

締約国の供給者に対して、国内の物

品、サービスおよび供給者および当

該他の締約国の物品、サービスおよ

び供給者に与える待遇よりも不利で

ない待遇を即時かつ無条件で、与え

る。ほかに、公開入札とすること、

調達の効果を減殺する措置（オフセ

ット）の禁止、調達に関する情報の

公表、公示などについて電子的手段

の利用に努めることなどを規定して

いる（一般原則：第 15・4 条）。 

 

３．途上国に対する特別待遇 

 

開発途上国については経過措置が

認められた。経過期間中に経過措置

（価格優遇措置、調達の効果を減殺

する措置、特定の機関・分野の段階

的追加、通常の基準額よりも高い基

準額）を採用できる。具体例は第 3

節を参照（経過措置：第 15・5 条）。 

 

４．調達の手続き 

 

（1）調達計画の公示 

紙面または電子的な手段により調

達計画の公示を行なうこと、公示に

含める事項、英語を用いるように努

めることなどを規定している（第

15・7 条）。 

 

（2）参加のための条件 

供給者を対象調達の要件を満たす

ための法律上、資金上、商業上およ

び技術上の能力を有することを確保

するものに限定すること、調達機関

は労働者の権利に関連する法令が遵

守されることを促進することを妨げ

たげないことなどを規定している

（第 15・8 条）。 

 

（3）限定入札 

限定入札を用いることができる場

合として、入札書が提出されなかっ
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た場合、参加のための条件を満たす

供給者がいなかった場合、入札がな

れあいによるものであった場合など

および特定の供給者によってのみ供

給されることが可能であり、他の合

理的に選択される物品、サービスも

しくは他の合理的な代替物品、サー

ビスがない場合などを規定している

（第 15・10 条）。 

 

（4）技術仕様 

締約国間の貿易に対する不必要な

障害をもたらすことを目的にして、

技術仕様を立案、制定、適用しては

ならず、適合性評価手続きを定めて

はならないこと、技術仕様をデザイ

ン、記述的な特性よりも性能、機能

的な要件に着目して定めること、国

際規格があるときは国際規格に基づ

き、国際規格がない場合は国内の強

制規格、任意規格、建築基準に基づ

き定めることなどを規定している

（第 15・12 条）。 

 

（5）入札書の取扱いおよび落札 

全ての入札書を調達の過程の公正

性、公平性ならびに入札書の秘密性

を保証する手続きに従って受領、開

札し取り扱うこと、落札は も有利

な条件、価格が唯一の基準である場

合は 低価格の提示、という条件を

満たす入札を行なった供給者を落札

者とすることなどを規定している

（第 15・15 条）。 

 

５．透明性 

 

（1）落札後の情報 

入札書を提出した供給者に対して

落札の決定を速やかに通知すること、

落札情報の公示、落札後 3 年間記録

を保持することなどを規定している

（第 15・16 条）。 

 

（2）情報の開示 

他の締約国の要請に応じ、調達が

公正かつ公平に政府調達章の規定に

従って行なわれたかを示すために十

分な情報を秘密の情報を開示するこ

となく速やかに提供すること、特定

の供給者の正当な利益を害すること

になるなどの情報の不開示、秘密の

情報について規定している（第 15・

17 条）。 
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（3）苦情申立て（国内の審査） 

供給者による対象調達に関する異

議または苦情の申立てを無差別な、

時宜をえた、透明性のあるおよび効

果的な態様で審査するために、自国

の調達機関から独立した公平な行政

当局または司法当局（審査当局）を

維持、設置または指定することなど

を規定している（第 15・19 条）。 

 

６．中小企業の参加の促進 

 

中小企業の政府調達への参加の促

進が重要であることを認め、単一の

電子的な窓口において調達に関連す

る包括的な情報の提供、調達の規模・

企画および構成を考慮することなど

を行なうことを規定している（第

15・21 条）。 

 

７．追加的な交渉 

 

調達機関の表の拡大、除外および

例外の削減、基準額の改定などを目

的として、追加的な交渉を行うこと

ができること、発効後 3 年以内に地

方政府に関する適用範囲を含む交渉

を開始することなどを規定している

（第 15・24 条）。 

    

第３章 対象機関と基準額およ

びマレーシアとベトナ

ムの約束 

 

１．対象機関と基準額の概要 

 

TPP 協定では、調達対象機関は、

中央政府機関、地方政府機関、その

他の機関であり、各国が自国の対象

機関を列挙している（表 2）。ただし、

米国、ニュージーランド、ブルネイ、

マレーシア、メキシコは地方政府機

関を対象外としている。なお、米国

（6 機関）、カナダ（10 機関）、シン

ガポール（10 機関）、豪州（4 機関）

は、新に調達機関を追加し、カナダ

と豪州は対象サービスを追加してい

る 6。基準額については、GPA 参加

国（日本、米国、カナダ、ニュージ

ーランド、シンガポール）は GPA と

同額となっている（表 2）。FTA で政

府調達を開放している国では、チリ、

ペルー、豪州が FTA に比べ一部の分

野でTPPでの基準額を引き下げてい

る。途上国は経過期間を認められた。 
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表２ 政府調達の対象機関と基準額 
（単位：万 SDR） 

 中央政府の機関 地方政府の機関 その他機関 
物 品 及 び

そ の 他 サ

ービス 

建設 物品及びそ

の他サービ

ス 

建設 物品及びそ

の他サービ

ス 

建設 

日本 TPP 10** 450 20** 1,500 13** 450/ 
1,500 

GPA 10** 450 20** 1,500 13** 450/ 
1,500 

チリ TPP 9.5 500 20 500 22 500 
FTA 10 500 20 1,000 30 1,000 

ペルー TPP 9.5 500 20 500 16 500 
FTA 13** 500 20** 1,500 16** 1,500 

豪州 TPP 13 500 35.5 500 40 500 
FTA 13 500 35.5 500 45 500 

米国 TPP 13 500   16*** 500 
GPA 13 500 35.5 500 16*** 500 

カナダ TPP 13 500 35.5 500 35.5 500 
GPA 13 500 35.5 500 35.5 500 

ニュージー

ランド 
TPP 13 500   40 500 
GPA 13 500   40 500 

シンガポー

ル 
TPP 13 500 N.A. N.A. 40 500 
FTA 10  N.A. N.A. 10  
GPA 13 500 N.A. N.A. 40 500 

ブルネイ TPP 13* 500 N.A. N.A. 13* 500 
ベトナム TPP 13* 850*   200* 1,500*
マレーシア TPP 13* 1,400*   15* 1,400*
メキシコ TPP/ 

FTA 
5.3 689.1   25.8 826.1 

（注）* 経過期間が終了した後の 終的な基準額。 
** 一部のサービスについて高い基準額を設定。 
*** 25 万米ドルの換算額。 
下線で示されているのは TPP により基準額が引き下げられた部分。 
メキシコの基準額は、2014 年 2 月 17 日時点の推計値。 

（出所）内閣官房 TPP 政府対策本部「環太平洋パートナーシップ（TPP 協定）の

全章概要、2015 年 11 月 5 日。ただし、EPA は FTA とした。 
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２．マレーシアとベトナムの基準額 

 

（1）マレーシア 

マレーシアは GPA の締約国では

なく、マレーシアの締結している

FTA には日本との EPA をはじめ政

府調達は含まれていない。ASEAN 経

済共同体は政府調達を自由化の対象

としていない。その理由は、国策で

あるブミプトラ政策（マレー人優遇

政策）7で、政府調達においてブミプ

トラ企業を優遇し、国有企業も調達

ではブミプトラ企業優先を優先して

きたからである 8。 

マレーシアでは 2013 年から TPP

反対の声が強まったが、その理由の

一つが政府調達のブミプトラ政策の

廃止の恐れである 9。マレー人商業会

議所、マレー人経済行動委員会など

のブミプトラ企業は、ブミプトラ政

策の継続を求めて TPP に反対した 10。

そのため、ナジブ首相は、2013 年 9

月にブミプトラの経済・社会的地位

向上支援策を発表し、政府関連企業

（GLC）にブミプトラ企業からの調

達を増やすことを指示した 11。政府

調達におけるブミプトラ政策はマレ

ーシアの聖域になっていたといえる。 

 

表３ マレーシアの中央政府機関の基準調達額 
（単位：万 SDR） 

物品 1－4 年 150 5－7 年 80 8 年目以降 13 
サービス 1－4 年 200 5－7 年 

100 
8－9 年 

50 
10 年目以降 13 

建設 1－5 年

6,300 
6－10 年

5,000 
11－15 年

4,000 
16－20 年

3,000 
21 年目以降

1,400 
（出所）The Tran-Pacific Partnership Agreement, Chapter15 Government 

Procurement, Annex-15A Schedule to Malaysia 
 

表４ マレーシアのその他政府機関の基準調達額 

（単位：万 SDR） 
物品 1－4 年 200 5－7 年 100 8 年目以降 15 
サービス 1－4 年 200 5－7 年 

100 
8－9 年 

50 
10 年目以降 13 

建設 1－5 年

6,300 
6－10 年

5,000 
11－15 年

4,000 
16－20 年

3,000 
21 年目以降

1,400 
（出所）表と同じ。 
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マレーシアは、TPP の政府調達の

規定でほぼ全ての中央政府機関とそ

の他政府機関を政府調達の対象とし

たが、地方政府機関は対象外である。

その他政府機関では、貿易開発公社、

投資開発庁、中小企業公社、生産性

公社が対象となっている。一方、王

宮、村落開発計画（人口 1 万人以下）、

貧困削減計画などは 7 分野の調達は

対象外である。調達額については、

経過期間が置かれ段階的に低下する

ように定められた。中央政府機関、

その他政府機関とも、物品は 8 年、

サービスは 10 年、建設は 21 年目か

ら 終基準額となる（表 3、表 4）。

終基準額もサービス、建設では高

い額に設定されている。 

注目されていたブミプトラ政策は

かなり維持されている。まず、政府

調達章の規定以外の政府調達でのブ

ミプトラ政策の実施、適格企業にブ

ミプトラ・ステータスを与えること

が認められている。また、閾値を超

える建設サービスの総額の 30％ま

でブミプトラ企業から調達できる。

さらに、ブミプトラ企業に対して基

準額および調達先に応じて 1.25％か

ら 10％までの価格面の優遇（price 

preference）を与えることが認められ

ている。価格面の優遇は小規模調達

ほど大きくなっている。また、国有

企業は調達の 40％までブミプトラ

企業、中小企業、サバ州・サラワク

州からの優先調達ができる 12。 

 

（2）べトナム 

ベトナムはほぼ全ての中央政府機

関とその他政府機関ではベトナム通

信社、ホーチミン国家政治学院、ベ

トナム社会科学院、ベトナム科学技

術院、34 の公立病院が対象機関とな

った。地方政府機関は対象外である。

マレーシアと同様に経過期間を経て

段階的に基準額を引下げることにな

っているが、中央政府機関ではより

長期の経過期間が認められている

（表 5）。適用対象外の品目、サービ

スもネガティブ・リストで公表され

ている。 

 

第４章 日本への影響 

 

日本は、TPP で中央政府機関、地

方政府機関、その他機関の政府調達

開放を約束している。日本は GPA の

締約国であり、中央政府機関、地方

http://www.iti.or.jp/
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政府機関、その他機関の政府調達を

GPA 締約国に開放している。TPP で

の約束は GPA とほぼ同一であり、

TPP により新たに調達機関を追加あ

るいは調達額を引き下げてはいない。

調達に参加できる国として、GPA に

加盟していない 7 カ国（豪州、べト

ナム、マレーシア、ブルネイ、ペル

ー、チリ、メキシコ）が加わる。 

日本の外国の物品・サービスの調

達の原産地は、米国が 45％前後、EU

が 37％程度（2011 年～13 年、金額

ベース）と両国地域で 8 割以上を占

めている 13。なお、日本の政府調達

に占める外国物品・サービスの割合

は金額ベースで 6～8％（同上）であ

る。現行の制度は変わらず、単純労

働者は人の移動の対象外であり、調

達の実態も変わらないと考えられる

ことから、国内の政府調達への影響

はほとんどないだろう。 

一方、TPP で新たに開放され、あ

るいは開放分野が拡大する海外の政

府調達市場に日本企業が参入する機

会は増加した。マレーシアは GPA に

参加しておらず、日本との EPA でも

政府調達は規定されていなかった。

ブルネイとベトナムも GPA に参加

しておらず、両国と日本の EPA はビ

ジネス環境章で透明性などに努力義

務を課しているが、政府調達の開放

は規定していない。そのため、TPP に

 

表５ ベトナムの中央政府機関の基準調達額 
（単位：万 SDR） 

物品、サービス 1－5 年

200 
6－10 年

150 
11－15 年 
100 

16－20 年

26 
21－25 年

19 
26年目以降 
13 

建設 1－5 年 

6,520
6－10 年  

3,260
11－15 年 

1,630
16 年目以降 

850
（出所）The Tran-Pacific Partnership Agreement, Chapter15 Government 

Procurement, Annex-15A Schedule to Vietnam 
 

表６ ベトナムのその他政府機関の基準調達額 

（単位：万 SDR） 
物品、サービス 1－5 年 300 6 年目以降 200 
建設 1－5 年 

6,520
6－10 年

5,500
11－15 年 
4,000 

16－20 年 
2,500

21 年目以降 
1,500

（出所）表 5 と同じ。 
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より、マレーシア、ブルネイ、ベト

ナムの政府調達に初めて参加が可能

となった。また、GPA 締約国および

政府調達規定がある FTA 締結国で

あっても基準額が引き下げられた国

と対象機関が増えた国では、政府調

達参加への機会が増加する。 

このようにTPP参加により国内の

政府調達への影響はほとんど考えら

れない一方で、TPP による政府調達

市場へのアクセスの改善は確実に期

待でき、日本にとりメリットは大き

い。 
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